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ページ 

      告       示 

○令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参 

加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示の一部改正（建設企画課）               ２ 

○令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委 

託業務に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示の 

一部改正（同）                                          ２ 

 

      公       告 

○開発工事の完了（建築課）                                     ２ 

○宅地建物取引業法第６７条第１項の規定による公告（住宅政策課）                   ２ 

 

      選挙管理委員会告示 

○群馬県議会議員選挙における選挙運動費用収支報告書の要旨の一部訂正                 ３ 

○政治団体の名称等                                         ４ 

○政治団体の異動事項                                        ４ 

○資金管理団体の名称等                                       ５ 

○選挙権を有する者の総数の５０分の１の数等                             ５ 

 

      落       札 

○落札者等の決定（選挙管理委員会）                                 ６ 
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◎群馬県告示第２８５号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２８２号）の一部を次のように改正し、公布の日か

ら施行する。 

  令和６年１１月２９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

５(1)中「随時」の次に「（令和７年２月３日（月）から同年３月１４日（金）までの期間を除く。）」を加え、 

(2)中「別に定める期間」を「令和７年１月７日（火）から同月３１日（金）まで」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第２８６号 

 令和６年度及び令和７年度において県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係

る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示（令和５年群馬県告示第２

８３号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 

  令和６年１１月２９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ５(2)中「別に定める期間」を「令和７年１月７日（火）から同月３１日（金）まで」に改める。 

 ６(5)中「健康保険証」を「被保険者標準報酬決定通知書」に改める。 

 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年１１月２９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字昭和１２４２－１、１
２４３－２ 

館林市富士見町３番４８号コスモシティーＣ－２
０２ 
藤倉洋輔 

 
 

 

 

 次の宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できないので、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

第６７条第１項の規定により、公告する。 

 なお、この公告の日から３０日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同項の規定により当

該宅地建物取引業者の免許を取り消す。 

■ 公  告 

■ 告  示 
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  令和６年１１月２９日 

                                  群馬県知事 山 本 一 太   
 

商号又は名称  代表者氏名 事務所の所在地 免許証番号 免許年月日 

株式会社ケイズ
プランニング 

遊佐健策 伊勢崎市本町２番１１号 群馬県知事（３） 
第７０１２号 

令和２年３月３１日 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第６７号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定により提出された令和５年４月９日執行の群

馬県議会議員選挙における各候補者の選挙運動費用収支報告書について、候補者遠間大和の出納責任者遠間益夫か

ら訂正の報告があったので、選挙運動費用収支報告書の要旨（令和６年群馬県選挙管理委員会告示第４９号）の一

部を次のとおり訂正する。 

  令和６年１１月２９日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明 

 次の表により、訂正前欄に掲げる要旨の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる要旨の破線で

囲んだ部分のように改める。 
 

訂正後 訂正前 

候補者遠間大和の第１回報告分の収入 
 

収 入 

 主たる寄附  

 （氏名・団体名）     （職業） （寄附額） 

 櫻井太作          社長  30,000 円 

 松本長光          無職  50,000 円 

 岡茂            無職  30,000 円 

 柳沢隆三          無職  20,000 円 

 倉沢登志夫         社長  30,000 円 

 中村元三          無職  50,000 円 

 群馬県興農政治連盟         50,000 円 

 須藤英仁          医師  50,000 円 

 自由民主党群馬県支部連合会     100,000 円 

 群馬県医師連盟           100,000 円 

 広瀬幸夫               社長    30,000 円 

 星野富雄               無職    20,000 円 

 内山米彦               社長    30,000 円 

 安中市医師連盟                 50,000 円 

 白石克美               農業    20,000 円 

候補者遠間大和の第１回報告分の収入 
 

収 入 

 主たる寄附  

 （氏名・団体名）     （職業） （寄附額） 

 櫻井太作              30,000 円 

 松本長光              50,000 円 

 岡茂                30,000 円 

 柳沢隆三              20,000 円 

 倉沢登志夫             30,000 円 

 中村元三              50,000 円 

 群馬県興農政治連盟         50,000 円 

 須藤英仁              50,000 円 

 自由民主党群馬県支部連合会     100,000 円 

 群馬県医師連盟           100,000 円 

 広瀬幸夫                        30,000 円 

 星野富雄                        20,000 円 

 内山米彦                        30,000 円 

 安中市医師連盟                  50,000 円 

 白石克美                        20,000 円 

■ 選挙管理委員会告示 
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 黛紀昭                 社長    20,000 円  黛紀昭                          20,000 円 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第６８号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

令和６年１１月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

小川しんたろう後援会 小川真太郎 小川香奈子 前橋市城東町４－２０－７ 

令和６年１０月２日 

税理士による中曽根康隆後援会 山﨑賢治 吉澤毅彦 前橋市下小出町１－３０－４ 

令和６年１０月７日 

間仁田さとし後援会 間仁田諭 湯浅博之 前橋市清野町３１１－５ 

令和６年１０月１７日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第６９号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。 

令和６年１１月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

自由民主党群馬県沼田市
第三支部 

会計責任者の
氏名 

小渕均 塩浦磨 令和６年 
１０月２５日 

立憲民主党群馬県第４区
総支部 

主たる事務所
の所在地 

高崎市倉賀野町２０２
５－１ 

前橋市総社町総社２９
０５－５ 

令和６年 
１０月４日 

代表者の氏名 山田博規 後藤克己 令和６年 
１０月４日 

会計責任者の 林恒徳 入澤洋一 令和６年 
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氏名 １０月４日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

法第１９条の７第１項
第１号に係る国会議員
関係政治団体 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

令和６年 
１０月４日 

公 職 の 種 類
（第１号） 

衆議院議員 該当なし 令和６年 
１０月４日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

税理士による井野としろ
う後援会 

主たる事務所
の所在地 

桐生市浜松町１－５－
３３ 

桐生市永楽町７－４ 令和６年 
９月２５日 

代表者の氏名 押見新一郎 石井謙三 令和６年 
９月２５日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７０号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和６年１１月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

小川真太郎 前橋市議会議員 小川しんたろう後援会 前橋市城東町４－２０－
７ 

令和６年 
１０月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和６年１１月２９日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，６８１ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９８，００４ 
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３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０８７ 

甘楽郡 ５，９４０ 

吾妻郡 １４，４６９ 

利根郡 ８，７７９ 

佐波郡 ９，８７３ 

邑楽郡 ２６，４５３ 

前橋市 ９１，６０４ 

高崎市 １０２，４４４ 

桐生市 ２９，４６９ 

伊勢崎市 ５５，７５０ 

太田市 ５８，６５３ 

沼田市 １２，５７７ 

館林市 ２０，３５３ 

渋川市 ２０，８２６ 

藤岡市・多野郡 １８，４８６ 

富岡市 １２，８８７ 

安中市 １５，６９２ 

みどり市 １３，６７３ 

 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和６年１１月２９日  

群馬県選挙管理委員会書記長 田 村 大 輔   

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査に

係る投票用紙等 一式 

２ 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 群馬県選挙管理委員会 群馬県前橋市大手町一丁目１番

１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和６年１０月１０日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 上毎印刷工業株式会社 群馬県前橋市天川大島町３０５－１ 

５ 随意契約に係る契約金額 ４４，１５７，３９９円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号該当 

■ 落  札 
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